
(仕様書表紙用紙）

（三 重 県 企 業 庁）

　

南勢志摩水道用水供給事業

多気浄水場ほか環境保全業務委託

契約の日から令和５年３月３１日まで

除草業務工　　　　　１式

植栽整備業務工　　１式

施設管理業務工　　１式

　

多気郡多気町相可　ほか履行場所

令和4年度 　　工　事　仕　様　書

事業名

工事名

工期

工事の概要

三　重　県　企　業　庁



工事数量総括表

式

m2

水道工事当初

　原浄水

　　　

503-k306300-00171-91(0)

式

除草・集草・積込運搬　　　沈砂池除草工　肩掛式

上水道工事（１）
工事区分・工種・種別・細別

工事区分

除草・集草・積込運搬

    1,000

工事数量総括表

    5,000

工事名

令和4年度多気浄水場ほか環境保全業務委託

式

　

数量増減単位規格 今回数量

　　

        1

三重県　企業庁

　　　導水ポンプ所除草工　肩掛式

   47,200

        1

除草・集草・積込運搬

除草・集草・積込運搬

        1

　　　

   12,200

　　　浄水場除草工（外周以外）肩掛式

除草・集草・積込運搬

　　　浄水場除草工（外周）肩掛式（飛石防護

m2

　　　あり）
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【シルバー単価】                                            

摘要

m2

　　除草業務工

　　　

　　　侵入者警報遮蔽防止除草工　肩掛式

    2,500

　　　

m2

m2

事業区分

前回数量
上水道工事（１）

　　　



水道工事

　　　芝刈（市場単価）

当初

　　　

球形　樹高100cm未満

　　　

       33

503-k306300-00171-91(0)

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

本

       34

工事数量総括表

本

工事名

本

幹周60cm以上120cm未満 冬季せん定

令和4年度多気浄水場ほか環境保全業務委託

m2
　　　寄植せん定（市場単価）
　　　

       91

       10

式

数量増減単位

　　　中低木せん定（市場単価）

規格 今回数量

三重県　企業庁
- 2 -

        1

本
円筒形　樹高100cm以上200cm未満

　　　中低木せん定（市場単価）

　　　高木せん定（市場単価）

   24,700

　　植栽整備業務工

　　　

本

幹周60cm未満 冬季せん定

　　　

　　　高木せん定（市場単価）

　　　中低木せん定（市場単価）

    1,700

m2

【シルバー単価】                                            

　　

       31

摘要

　　　

　　　
円筒形　樹高200cm以上300cm未満

事業区分

前回数量
上水道工事（１）

中低木せん定



式

水道工事当初

　　　

計装室（屋外のみ）

       26

        4

　　　取水施設除塵業務

　

　　

      129

        1

503-k306300-00171-91(0)

　　除草業務工

工事区分・工種・種別・細別
工事区分
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工事数量総括表

回

屋内のみ

工事名

令和4年度多気浄水場ほか環境保全業務委託

    2,000
m2

　　　

        1

　配水

数量増減単位規格

　　　

今回数量

        1

　　　施設清掃工

三重県　企業庁

回

　　　伐根除草（市場単価）

浄水場内・ポンプ所（屋外のみ）

　　　施設清掃工

        4

　　

式

【シルバー単価】                                            

回

摘要

回

　　　施設清掃工

　　　

　　施設管理業務工

　　　

事業区分

前回数量
植込み地

上水道工事（１）

式



- 4 -

水道工事当初

    4,000

        1

　　　

      300

　　　

　　　櫛田川水管橋除草工　肩掛式

503-k306300-00171-91(0)

式

工事区分・工種・種別・細別
　　　多気調整池除草工　肩掛式

工事区分

　　　勢和加圧ポンプ所除草工　肩掛式

回

工事数量総括表

　　　明和分水管路敷除草工　肩掛式（飛石防

工事名

令和4年度多気浄水場ほか環境保全業務委託

m2

m2
除草・集草・積込運搬

　　　

数量増減単位

除草・集草・積込運搬

規格

　　　

今回数量

三重県　企業庁

        9

       16

除草・集草・積込運搬

　　　施設清掃工

除草・集草・積込運搬

回

　　　

    3,300

       80

計装室（屋外のみ）

m2

　　施設管理業務工

    1,400

　　　施設清掃工

m2

【シルバー単価】                                            

摘要

　　　長谷調整池除草工　肩掛式

　　

　　　護あり）

　　　

浄水場内・ポンプ所（屋外のみ）

m2

事業区分

前回数量

　　　

除草・集草・積込運搬

上水道工事（１）



式

水道工事当初

式

        1

　

直接工事費

共通仮設費

        1

503-k306300-00171-91(0)

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　
　現場管理費

工事数量総括表

工事名

        1

令和4年度多気浄水場ほか環境保全業務委託

工事原価

　

        1

式

数量増減
共通仮設費

単位規格 今回数量

        1

三重県　企業庁

　共通仮設費（率計上）

        1

        1

        1

純工事費
式

　一般管理費等
式

【シルバー単価】                                            

摘要
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事業区分

前回数量

式
工事価格



式

水道工事当初

503-k306300-00171-91(0)

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

工事費計

工事名

令和4年度多気浄水場ほか環境保全業務委託

消費税相当額
式

数量増減
共通仮設費

単位規格 今回数量

        1

三重県　企業庁

        1

- 6 -

【シルバー単価】                                            

摘要

事業区分

前回数量



- 共通1 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多 気 浄 水 場 ほ か 環 境 保 全 業 務                              

共 通 仕 様 書                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 共通2 -

第１条 適用 

１ この多気浄水場ほか環境保全業務委託共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）は、三重県

企業庁が発注する多気浄水場ほか環境保全業務委託の業務委託契約書（以下「契約書」とい

う。）及び設計図書（別冊の図面、仕様書）の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとと

もに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 

２ 設計図書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約

 の履行を拘束するものとする。 

３ 受注者は、「三重県企業庁会計規程」を遵守しなければならない。 

  また「三重県企業庁建設工事検査規程」について、これを準用するものとする。 

 

 

第２条 用語の定義 

  共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 

１ 「発注者」とは、三重県企業庁長をいう。 

２ 「受注者」とは、委託業務等の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人若しくは会社そ

 の他の法人をいう。 

３ 「監督員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は業務責任者に対する指示、

 承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書第１０条第１項に規定する者をいう。 

４ 「検査員」とは、契約書第３２条の規定に基づき、業務の検査を行うために発注者が定めた

 者をいう。 

５ 「業務責任者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書第１１条

 第１項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 

６ 「業務従事者」とは、契約の履行に関し、業務責任者の指揮監督のもと業務に従事する者をい

 う。 

７ 「同等の能力と経験を有する技術者」とは、当該委託業務等に関する技術上の知識を有する者

 で、特記仕様書で規定する者又は発注者が承諾した者をいう。 

８ 「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。 

９ 「契約書」とは、「三重県企業庁会計規程」第１６７条の規定に基づいて作成された書類をい

 う。 

10 「設計図書」とは、仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 

11 「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書（これらにおいて明記されている適用すべき諸基

 準を含む。）を総称していう。 

12 「共通仕様書」とは、各委託業務等に共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。 

13 「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該委託業務等の実施に関する明細又は特別な事

 項を定める図書をいう。 

14 「現場説明書」とは、委託業務等の入札等に参加する者に対して、発注者が当該委託業務等の

 契約条件を説明するための書類をいう。 

15 「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答
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 する書面をいう。 

16 「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面

 及び図面のもとになる計算書等をいう。 

17 「指示」とは、監督員が受注者に対し、委託業務等の遂行上必要な事項について書面をもって

 示し、実施させることをいう。 

18 「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもっ

 て行為を求めることをいう。 

19 「通知」とは、発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督員に

 対し、委託業務等に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 

20 「報告」とは、受注者が監督員に対し、委託業務等の遂行に係わる事項について、書面をもっ

 て知らせることをいう。 

21 「申し出」とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して、発注者に対して、書面を 

 もって同意を求めることをいう。 

22 「承諾」とは、受注者が監督員に対し、書面で申し出た委託業務等の遂行上必要な事項につい

 て、監督員が書面により業務上の行為に同意することをいう。 

23 「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。 

24 「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。 

25 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議

 することをいう。 

26 「提出」とは、受注者が監督員に対し、委託業務等に係わる書面又はその他の資料を説明し、

 差し出すことをいう。 

27 「受理」とは、契約図書に基づき受注者、監督員が相互に提出された書面を受取り、内容を

 把握することをいう。 

28 「提示」とは、監督員が受注者に対し、又は受注者が監督員に対し業務に係わる書面または

 その他の資料を示し、説明することをいう。 

29 「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は押印したもの

 を有効とする。緊急を要する場合はファクシミリ及びＥメ－ルにより伝達できるものとするが、

 後日有効な書面と差し換えるものとする。 

30 「立会」とは、契約図書に示された項目について、監督員が臨場し、内容を確認することを

 いう。 

31 「確認」とは契約図書に示された事項について、監督員が臨場若しくは関係資料により、そ

 の内容について契約図書との適合を確かめることをいう。 

32 「段階確認」とは、設計図書に示された段階、監督員の指示した実施途中の段階において、

 監督員が臨場等により、出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。 

33 「完成検査」とは、検査員が契約書第３２条に基づいて業務の完了の確認を行うことをいう。

34 「出来高検査」とは、検査員が契約書第３８条に基づいて業務の出来高の確認を行うことを

 いう。 
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35 「中間検査」とは、検査員が契約書及び設計図書に基づいて業務の中間の確認を行うものを

 いい、請負代金の支払いを伴わないものをいう。 

36 「検査」とは、契約図書に基づき、検査員が委託業務の完了、出来高、中間を確認することを

 いう。 

37 「打合せ」とは、委託業務等を適正かつ円滑に実施するために業務責任者と監督員が面談によ

 り、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。 

38 「修補」とは、発注者が検査時に受注者の責に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に

 受注者が行うべき補足、手直しその他の措置をいう。 

39 「協力者」とは、受注者が委託業務の遂行にあたって、再委託する者をいう。 

40 「同等以上の品質」とは、品質について、設計図書で指定する品質、又は設計図書に指定が

 ない場合には、監督員が承諾する試験機関の保障する品質の確認を得た品質、若しくは、監督

 員の承諾した品質をいう。 

41 「所定の様式」とは、仕様書で指定する様式、又は仕様書に指定がない場合には、三重県公共

 工事共通仕様書に準じる様式、若しくは、監督員の承諾した様式をいう。 

 

 

第３条 業務の着手 

  受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後１４日以内に委託業務に着手し、

 発注者に届出なければならない。この場合において、着手とは業務責任者が委託業務等の実施の

 ため監督員との打合せを開始することをいう。 

 

 

第４条 設計図書の貸与及び点検 

１ 受注者からの要求があった場合で、監督員が必要と認めたときは、受注者に図面の原図を貸与

 する。ただし、各種基準、参考図書等市販されているものについては、受注者の負担において備

 えるものとする。 

２ 受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義のある場合は、監督員に書面により報告し、そ

 の指示を受けなければならない。 

３ 監督員は、必要と認めるときは、受注者に対し、図面又は詳細図面等を追加貸与するものとす

 る。 

 

 

第５条 監督員 

１ 発注者は、委託業務等における監督員を定め、受注者に通知するものとする。 

２ 監督員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うも

 のとする。 

３ 契約書の規定に基づく監督員の権限は、契約書第１０条第２項に規定した事項である。 
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４ 監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、

 監督員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとす

 る。監督員はその指示等を行った後、書面で受注者にその内容を通知するものとする。 

 

 

第６条 業務責任者 

１ 受注者は、業務における業務責任者を定め、発注者に通知するものとする。なお、業務責任者

 を変更する場合も同様に通知するものとする。 

２ 業務責任者は、契約図書に基づき、業務の統轄管理を行うものとする。 

３ 業務責任者は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たすものとする。 

（１）学校教育法に定める高等学校又はこれと同等以上の学校において電気、電子、機械、化学等

  の学科を卒業した者であって、水道施設全般に関する知識を有する者。 

（２）日常生活に支障のない視力、聴力、運動機能及び日本語会話能力を有する者。 

４ 受注者又は業務責任者は、業務が適正に遂行されるよう業務従事者に指導及び教育を行うとと

 もに管理及び監督しなければならない。 

５ 業務責任者に委任できる権限は契約書第１１条第２項に規定した事項とする。ただし、受注者

 が業務責任者に委任できる権限を制限する場合は発注者に書面をもって報告しない限り、業務責

 任者は受注者の一切の権限（契約書第１１条第２項の規定により行使できないとされた権限を除

 く）を有するものとされ、発注者及び監督員は業務責任者に対して指示等の意思表示を行えば足

 りるものとする。 

 

 

第７条 業務従事者 

１ 受注者は、業務に際して、常に業務の目的、施設の機能を把握し、業務を適切に実施する

 ため法令等に基づく必要な資格を持った責任者を配置し、責任を持てる組織体制で業務を実

 施するものとする。 

２ 受注者は、業務における業務従事者を定め、業務従事者の氏名、年齢、職務分担及び資格を

 一覧表にし、発注者に通知するものとする。なお、業務従事者を変更する場合も同様に通知す

 るものとする。 

３ 業務従事者は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たすものとする。 

（１）各業務特記仕様書に能力、資格要件等、特段の定めがある場合は、それを有する者。 

（２）日常生活に支障のない視力、聴力、運動機能及び日本語会話能力を有する者。 

 

 

第８条 工程表の提出 

１ 請負者は、契約書第５条に規定する工程表を作成し、監督員に提出するものとする。 
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第９条 提出書類 

１ 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を監督員を経て、発注者に遅

 滞なく提出しなければならない。ただし、業務委託料（以下「委託料」という。）に係る請求書、

 請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場

 説明の際指定した書類を除く。 

２ 受注者は、提出書類を設計図書に基づいて作成し、監督員に提出しなければならない。 

  なお、業務を実施する上で必要となる書類であって、定めのないものは、監督員の指示による

 ものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、提出すべき主な書類は次のものとする。 

（１）業務計画書 

（２）材料確認書（材料検査願） 

（３）段階確認書 

（４）業務打合簿（指示・承諾・協議・提出・報告簿） 

（５）業務履行状況報告書 

（６）業務写真 

（７）業務日報 

（８）各業務特記仕様書に定める書類 

 

 

第１０条 打合せ等 

１ 委託業務等を適正かつ円滑に実施するため、業務責任者と監督員は常に密接な連絡をとり、業

 務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が記録簿に記録

 し、相互に確認するものとする。 

２ 委託業務等着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、業務責任者と監督員は打合せ

 を行うものとし、その結果について受注者が書面に記録し相互に確認するものとする。 

３ 業務責任者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は速やかに監督員と協議す

 るものとする。 

 

 

第１１条 業務計画書 

１ 受注者は、契約締結後速やかに業務計画書を作成し、監督員に提出しなければならない。 

２ 業務計画書には、下記事項を記載するものとする。 

 （1）業務概要 

 （2）計画工程表 

 （3）現場組織表 

 （4）安全管理 

 （5）主要機械 

 （6）主要資材 
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 （7）業務実施方法（主要機械、仮設備計画等を含む） 

 （8）実施管理計画 

 （9）緊急時の体制及び対応 

 （10）交通管理 

 （11）環境対策 

 （12）現場作業環境の整備 

 （13）再生資源の利用の促進 

 （14）その他 

３ 業務計画書の内容は、前記(1)から(14)項のうち、監督員の承諾のうえ、不要と判断される項

 目については省略できるものとする。 

４ 受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、その都度監督員に変更業務計画書を提出しな

 ければならない。 

５ 監督員が指示した事項については、受注者はさらに詳細な実施計画に係る資料を提出しなけれ

 ばならない。 

 

 

第１２条 関係官公庁等への手続き等 

１ 受注者は、委託業務等の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁、関係団体等への手続き

 の際に協力しなければならない。また受注者は、委託業務等を実施するため、関係官公庁、関係

 団体等対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。 

２ 受注者が、関係官公庁、関係団体等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督員に報告

 し協議するものとする。 

 

 

第１３条 地元関係者との交渉等 

１ 地元関係者への説明、交渉等は、発注者又は監督員が行うものとするが、監督員の指示がある

 場合は、受注者はこれに協力するものとする。これらの交渉に当たり、受注者は地元関係者に誠

 意をもって接しなけれはならない。 

 

２ 受注者は、委託業務等の実施に当たっては、地元関係者からの質問、疑義に関する説明等を求

 められた場合は、必要に応じて監督員に確認のうえ丁寧に対応し、地元関係者との間に紛争が生

 じないように努めなければならない。 
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第１４条 土地への立入り等 

１ 受注者は、屋外で行う委託業務等を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る場合は、

 監督員及び関係者と十分な協調を保ち委託業務等が円滑に進捗するように努めなければならない。

  なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、ただちに監督員に

 報告し指示を受けなければならない。 

２ 受注者は、委託業務等実施のため植物伐採、かき、さく等の除去又は土地若しくは工作物を一

 時使用する時は、あらかじめ監督員に報告するものとし、報告を受けた監督員は当該土地所有者

 及び占有者の許可を得るものとする。 

  なお、第三者の土地への立入りについて、当該土地占有者の許可は、発注者が得るものとする

 が、監督員の指示がある場合は受注者はこれに協力しなければならない。 

３ 受注者は、前項の場合において生じた損失のため必要を生じた経費の負担については、設計図

 書に示す他は監督員と協議により定めるものとする。 

 

 

第１５条 受注者相互の協力 

１ 受注者は、隣接する別途発注の業務、又は関連する業務の受注者と相互に協力し、円滑に業

 務を実施しなければならない。 

 

 

第１６条 建設副産物 

１ 受注者は、建設副産物が搬出される業務にあっては、産業廃棄物は法令に基づき、廃棄物管

 理票（マニフェスト）により適正に処理しなければならない。 

 

 

第１７条 監督員による確認（段階確認を含む）及び立会等 

１ 受注者は、設計図書に従って、業務の実施について監督員の立会にあたっては、あらかじめ

 所定の様式により、監督員に提出しなければならない。 

２ 監督員は、業務が契約図書どおり行なわれているかどうかの確認をするために必要に応じ、

 業務現場に立ち入り、立会し、又は資料の提出を請求できるものとし、受注者はこれに協力し

 なければならない。 

３ 受注者は、監督員による確認（段階確認を含む）及び立会に必要な準備、人員及び資機材等

 の提供並びに写真その他資料を整備するものとする。 

４ 監督員による確認（段階確認を含む）及び立会の時間は、発注者の勤務時間内とする。ただ

 し、やむを得ない理由があると監督員が認めた場合は、この限りではない。 

５ 段階確認は、特記仕様書に示された実施段階又は、監督員が指示した実施段階において段階

 確認を受けなければならない。 

６ 受注者は、業務計画書提出時に段階確認に係わる報告（種別、細別、実施予定時期等）を所

 定の様式により監督員に提出しなければならない。また、監督員から段階確認の実施について



- 共通9 -

 通知があった場合には、受注者は、段階確認を受けなければならない。 

７ 段階確認は、受注者が臨場するものとする。 

８ 受注者は、監督員に完成時不可視になる業務実施箇所の調査ができるよう十分な機会を提供

 するものとする。 

９ 監督員は、設計図書に定められた段階確認において臨場を机上とすることができる。この場

 合において、受注者は業務実施管理記録、写真等の資料を整備し、監督員にこれらを提示しな

 ければならない。 

 

 

第１８条 数量の算出及び完成図 

１ 受注者は、出来形数量を算出するため必要な計測を実施しなければならない。 

２ 受注者は、監督員からの指示があった場合は、計測の結果を基に、設計図書に従って出来形

数 量を算出し、その結果を監督員に提出しなければならない。 

３ 受注者は、第１項の計測を補完する必要がある場合、計測図を作成し、監督員に提出しなけ

 ればならない。なお、計測図とは、計測結果を表した図面とする。 

 

 

第１９条 使用機械 

１ 受注者は、当該業務に使用する建設機械の選定、使用等について、設計図書により排出ガス対

 策型建設機械を使用する場合、排出ガス対策型建設機械指定要領（建設大臣官房技術審議官通達

 平成３年１０月８日）に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用しなければならない。 

  なお、排出ガス対策型機械を使用できない場合は、平成７年度建設技術評価制度公募課題「建

 設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証

 明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着することで、排出ガス対策型建設機械と同等と

 みなす。 

  ただし、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。 

 

 

２ 受注者は、当該業務の施工において排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装

 着した建設機械を使用する場合、業務責任者は施工現場において使用する建設機械の写真撮影

 を行い、監督員に提出するものとする。 
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第２０条 跡片付け 

１ 受注者は、業務の全部又は一部の完成に際して、一切の受注者の機器、余剰資材、残骸及び

 各種の仮設物を片付けかつ撤去し、現場及び業務にかかる部分を清掃し、かつ整然とした状態

 にするものとする。ただし、設計図書において存置するとしたものを除く。 

  また、検査に必要な足場、はしご等は、監督員の指示に従って在置し、検査終了後撤去する

 ものとする。 

２ 受注者は、業務の実施上必要な土地・立木・施設等を撤去又は損傷を与えた場合には、原形

 同等以上に復旧しなければならない。 

 

 

第２１条 関連諸法規及び条例の遵守 

１ 受注者は、委託業務等の実施に当たっては、関連する関係諸法規及び条例等を遵守しなければ

 ならない。 

 

 

第２２条 完成検査 

１ 受注者は、契約書第３２条に規定する検査を受けようとする際には、契約図書により義務付け

 られた資料の整備がすべて完了し、業務委託完成報告書を監督員に提出しなければならない。 

２ 発注者は、委託業務等の検査に先立って受注者に対して検査日を通知するものとする。この場

 合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備するとともに、屋外で行う検査におい

 ては、必要な人員及び機材を準備し、提供しなければならない。この場合検査に要する費用は受

 注者の負担とする。 

３ 検査員は、監督員及び業務責任者の立会の上、次の各号に掲げる検査を行うものとする。 

（１）委託業務等管理状況の検査 

（２）委託業務等の状況について、書類、記録及び写真等による検査 

（３）書類様式等その他について、三重県企業庁建設工事検査規程を準用 

４ 受注者は、業務が前３項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなけ

 ればならない。 

 

 

第２３条 出来高検査 

１ 受注者は、契約書第３８条に規定する検査を受けようとする際には、契約図書により義務付け

 られた資料のうち、検査の対象となる日までの資料の整備がすべて完了し、出来高部分検査要求

 書を監督員に提出しなければならない。 

２ 発注者は、委託業務等の検査に先立って受注者に対して検査日を通知するものとする。この場

 合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備するとともに、屋外で行う検査におい

 ては、必要な人員及び機材を準備し、提供しなければならない。この場合検査に要する費用は受

 注者の負担とする。 
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３ 検査員は、監督員及び業務責任者の立会の上、次の各号に掲げる検査を行うものとする。 

（１）委託業務等管理状況の検査 

（２）委託業務等の状況について、書類、記録及び写真等による検査 

（３）書類様式等その他について、三重県企業庁建設工事検査規程を準用 

４ 受注者は、業務が前３項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなけ

 ればならない。 

 

 

第２４条 中間検査 

１ 受注者は、契約書及び設計図書に基づいて検査を受けようとする際には、契約図書により義

務 付けられた資料のうち、検査の対象となる日までの資料の整備がすべて完了し、中間検査要求

書 を監督員に提出しなければならない。 

２ 発注者は、委託業務等の検査に先立って受注者に対して検査日を通知するものとする。この場

 合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備するとともに、屋外で行う検査におい

 ては、必要な人員及び機材を準備し、提供しなければならない。この場合検査に要する費用は受

 注者の負担とする。 

３ 検査員は、監督員及び業務責任者の立会の上、次の各号に掲げる検査を行うものとする。 

（１）委託業務等管理状況の検査 

（２）委託業務等の状況について、書類、記録及び写真等による検査 

（３）書類様式等その他について、三重県企業庁建設工事検査規程を準用 

４ 受注者は、業務が前３項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなけ

 ればならない。 

 

 

第２５条 修補 

１ 検査員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して、委託業務補正命令書により

 期限を定めて修補を指示すものとする。 

２ 受注者は、前項の修補の指示を受けた場合には、その命令する期間内に修補を完了しなければ

 ならない。なお、修補が完了した場合には、委託業務補正完了報告書を提出し、再検査を受けな

 ければならない。 

３ 前項による検査は、第２２条、第２３条及び前条によるものとする。 
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第２６条 条件変更等 

１ 契約書第１８条第１項第５号に規定する「予期することのできない特別な状態」とは、契約書

 第３０条第１項に規定する不可抗力による場合のほか、発注者と受注者が協議し当該規定に適合

 すると判断した場合とする。 

２ 監督員が、受注者に対して契約書第１８条、第１９条、第２０条及び第２１条の規定に基づく

 設計図書の変更又は訂正の指示を行う場合は業務打合簿によるものとする。 

 

 

第２７条 契約変更 

１ 発注者は、次の各号に掲げる場合において、委託業務等委託契約の変更を行うものとする。 

（１）委託料に変更を生じる場合 

（２）履行期間の変更を行う場合 

（３）監督員と受注者が協議し、委託業務等施行上必要があると認められる場合 

（４）契約書第３１条の規定に基づき委託料の変更に代える設計図書の変更を行った場合 

２ 発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものとする。 

（１）契約書第１９条の規定に基づき監督員が受注者に指示した事項 

（２）委託業務等の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項 

（３）その他発注者又は監督員と受注者との協議で決定された事項 

 

 

第２８条 履行期間 

１  履行期間は契約の日から令和５年３月３１日までとする。なお、業務開始は契約の日から２週

間以内に行うこととする。 

 

 

第２９条 履行期間の変更 

１ 発注者は、受注者に対して委託業務等の変更の指示を行う場合において履行期間変更協議の対

 象であるか否かを合わせて事前に通知しなければならない。 

２ 契約書第２３条の規定に基づく発注者の請求により履行期間を短縮した場合には、受注者は、

 速やかに業務工程表を修正し提出しなければならない。 

 

 

第３０条 一時中止 

１ 次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に書面をもって通知し、必要と認める期

 間に委託業務等の全部又は一部を一時中止させるものとする。 

（１）第三者の土地への立入り許可が得られない場合 

（２）関連する他の委託業務等の進捗が遅れたため、委託業務等の続行を不適当と認めた場合 

（３）環境問題等の発生により委託業務等の続行が不適当又は不可能となった場合 
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（４）天災等により委託業務等の対象箇所の状態が変動した場合 

（５）第三者及びその財産、受注者、業務従事者並びに監督員の安全確保のため必要があると認め

  た場合 

（６）甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を乙に通知して、

  業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 

２ 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と

 認めた場合には、委託業務等の全部又は一部の一時中止させることができるものとする。 

３ 前２項の場合において、受注者は委託業務等の現場の保全については、監督員の指示に従わな

 ければならない。 

 

 

第３１条 部分使用等 

１ 発注者は、次の各号に掲げる場合において、導水施設、浄水施設、送水施設等のうち、業務を

 実施した部分を使用することができるものとする。 

（１）浄水処理等、発注者が各施設を使用する必要がある場合 

（２）別途委託業務等の用に供する必要がある場合 

（３）その他特に必要と認められた場合 

２ 発注者は、前項の規定により施設を使用する場合、当該施設において業務が完了していること

 を、監督員または甲の職員臨場のもと、確認しなければならない。 

  ただし、監督員または甲の職員が臨場できない場合は、写真等による机上確認とすることがで

 きる。この場合、受注者は机上確認に必要な写真等の資料を用意しなければならない。 

 

 

第３２条 業務管理 

１ 受注者は、業務計画書に示される作業手順に従って施工し、業務管理を行なわなければならな

 い。 

２ 受注者は、契約図書に適合するよう業務を実施するために、業務管理体制を確立しなければな

 らない。 

３ 受注者は、設計図書の定めるところにより業務管理を行い、その記録及び関係書類を直ちに作

 成、保管し、監督員に提出しなければならない。 

  なお、施工管理基準が定められていないものについては、監督員に協議を行うものとする。 

４ 受注者は、業務中に、当該設備に障害等を発見又は発生させたときは、ただちに監督員に

 発生原因及び経過等の内容について報告し、監督員の指示を受けるとともに次の処置を行な

 わなければならないものとする。 

（１）受注者の過失により、発注者の構造物及び機器等に損傷等を与えた場合は、受注者の負

  担で監督員の指示に従い、修理又は取替えを行うものとする。 

 

（２）本業務に関わる機器等に障害等を発見したときは、その状況、補修・修繕の必要性の有
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  無等を監督員に報告するものとする。 

（３）本業務に関わりのない機器等に障害等を発見したときは、監督員の指示を仰ぐものとす

  る。 

５ 受注者は、既設構造物を汚損又はこれらに損傷を与える恐れがある場合は、適切な養生を

 行うものとする。 

６ 受注者及び業務責任者は、常に監督員と連絡のとれる体制を心掛けるものとする。 

７ 受注者は、業務に際して、第三者からの通報・連絡等があった場合は、その内容をすみや

 かに監督員に報告しなければならない。 

 

 

第３３条 履行報告 

  受注者は、契約書第１５条の規定に基づき、履行状況を所定の様式に基づき作成し翌月の７日

 までに、監督員に提出しなければならない。なお、特記仕様書に特別の定めがある場合には、こ

 の限りではない。 

  ただし、前項の提出期日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する

 休日（以下「休日」という。）、日曜日及び土曜日に当たる場合は、その日後において、その日

 に も近い休日、日曜日及び土曜日でない日とする。 

 

 

第３４条 再委託 

１ 契約書第８条に規定する一括再委託等の禁止とは、次の各号に掲げるものをいい、受注者は、

 これを再委託することはできない。 

（１）主たる業務の再委託 

（２）廃棄物の処理と清掃に関する法律で禁止されている再委託 

２ 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース、資料整理、などの簡易な業

 務の再委託にあたっては発注者の承諾を必要としない。 

３ 受注者は、第１項及び第２項に規定する業務以外の再委託にあたっては、発注者の承諾を得な

 ければならない。 

４ 受注者は、委託業務等を再委託に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確にしてお

 くとともに、協力者に対し委託業務等の実施について適切な指導、管理のもとに委託業務等を実

 施しなければならない。 

  なお、三重県の入札参加資格者のうち、指名停止期間中である者を協力者に選任してはならな

 い。 
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第３５条 発注者の賠償責任 

１ 発注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。 

（１）契約書第２８条に規定する一般的損害、契約書第２９条に規定する第三者及び受水者に及ぼ

  した損害について、発注者の責に帰すべきものとされた場合 

（２）発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合 

 

 

第３６条 受注者の賠償責任 

 受注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。 

（１）契約書第２９条に規定する一般的損害、契約書第２９条に規定する第三者及び受水者に及ぼ

  した損害について、受注者の責に帰すべきものとされた場合 

（２）契約書第４５条の２に規定するかし責任に係る損害 

（３）受注者の責により損害が生じた場合 

 

 

第３７条 守秘義務 

１ 受注者は、契約書第１条第５項の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏ら

 してはならない。 

 

 

第３８条 安全等の確保 

１ 受注者は、業務責任者、及び業務従事者の雇用条件、賃金の支払い状況、作業環境等を十分に

 把握し、適正な労働条件を確保しなければならない。 

２ 受注者は、委託業務等に際しては、委託業務等関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車

 両等の第三者の安全確保に努めなければならない。 

３ 受注者は、特記仕様書に定めがある場合には所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理

 者、労働基準監督者等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、委託業務等実施中の安全を確

 保しなければならない。 

４ 受注者は、委託業務等の実施に当たり、事故等が発生しないよう業務責任者、及び業務従事者

 に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。 

５ 受注者は、委託業務等の実施にあたっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関

 係法令に基づく措置を講じておくものとする。 

６ 受注者は、委託業務等の実施にあたり、災害予防のため、次の各号に掲げる事項を厳守しなけ

 ればならない。 

（１）委託業務等に伴い伐採した立木、草等を野焼してはならない。 

   また、伐採した立木、草等は関係法令に基づき適正に処理するものとする。 

（２）受注者は、業務従事者等の喫煙、たき火等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用は

  禁止しなければならない。 
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（３）受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、周辺に火気の使用を 

 禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。 

７ 受注者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、

 関係官公署の指導に従い、必要な措置を講じなければならない。 

８ 受注者は、委託業務等の実施にあたっては豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の自然災害に対し

 て、常に被害を 小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。 

９ 災害発生時においては、第三者及び業務従事者等の人命の安全確保をすべてに優先させるもの

 とする。 

10 受注者は、委託業務等実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督員に報告するとともに、

 監督員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督員に提出し、監督員から指示がある場合

 にはその指示に従わなければならない。 

11 受注者は、運搬路として、公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により、路

 面損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に損害を与えないよ

 うにしなければならない。 

  なお、第三者に損害を及ぼした場合は、契約書第２９条によって処置するものとする。 

12 受注者は、土砂、資材及び機械などの輸送を伴う業務については、関係機関と打合せを行い、

 交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導員の配置、

 標識安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図ら

 なければならない。 

13 ポンプその他作業機器は使用に際して、始業点検を実施し、安全を確認したうえで使用す

 るものとする。 

14 高所作業、深所作業、酸素欠乏危険箇所、可燃ガス、高・低圧充電部等に近接して業務を

 行う場合には、あらかじめ保安上の必要な処置、緊急時の応急処置等について、常に注意を

 払うとともに、必ず安全具、保護具を使用して作業を行うものとする。 

15 受注者は、業務を実施するに当たり、公衆に供する道路を使用するときは作業に従事する者

 の安全を確保するため、また第三者に損害を与えないようにするため、交通安全には格段に配

 慮しなければならない。 

16 受注者は、前各項にかかる交通安全対策において配置する交通誘導員のうち１人は有資格者

 （公安委員会の検定資格）としなければならない。 

  なお、有資格者が配置できない場合は、監督員の承諾を得て交通の誘導・整理の実務経験３

 年以上の者とできる。 

  なお、受注者は交通誘導員を定めたときは、公安委員会の検定資格の写し、経歴書等を監督

 員に提出しなければならない。 

17 受注者は、業務施工中における業務従事者の転落・落下の防止のため、防護設備及び昇降用梯

 子等、安全施設を設けなければならない。 

18 受注者は、業務中における業務従事者の労働災害防止を図るため昼休みを除いた午前・午後の

 各々の中間に１５分程度の休憩を実施するものとし、業務計画書に具体的時間を記載しなければ

 ならない。 
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  また、作業開始前に業務従事者に対し安全に関する指導を行わなければならない。 

  なお、上記の休憩時問については、実施記録を作成し、監督員の要請があった場合はすみやか

 に提示するとともに検査時に提出しなければならない。 

19 受注者は次に示す項目の具体的な安全訓練の計画を作成しなければならない。 

（１）業務期間中の月別安全・訓棟等実施全体計画 

（２）全体計画には、次の項目の活動内容について具体的に記述する。 

  １）月１回の安全・訓練等の実施内容・工程に合わせた適時の安全項目 

  ２）資材搬入者等一時入場者への業務現場内誘導方法 

  ３）現場内の業務内容及び工程の業務従事者等への周知方法 

  ４）ＫＹ及び新規入場者教育の方法 

  ５）場内整理整頓の実施 

 

 

第３９条 通報等 

１ 業務責任者は、常に監督員と連絡のとれる態勢を心掛けなければならない。 

２ 受注者、又は業務責任者は、業務実施に関する第三者からの通報・連絡等があった場合は、そ

 の内容をすみやかに監督員に報告しなければならない。 

 

 

第４０条 安全衛生管理 

１ 受注者は、稼働中である上水道の取水所、浄水場、ポンプ所等において業務に従事する者は、

 特記仕様書に基づき健康診断により病原体がし尿に排せつされる伝染病の患者又は病原体の保有

 者でないことを証明する証明書を作業開始前に監督員に提出しなければならない。 

  なお、証明書の有効期間は６ヶ月とする。 

２ 受注者は、本業務の実施にあたり、水道用水を供給する施設であることの認識を持ち、衛

 生的見地から十分注意を払うとともに、水質を汚染(濁)し、又は汚染(濁)する恐れのある行

 為をしてはならない。 

３ 受注者は、業務履行にあたっては、事故のないよう安全衛生管理に努めるとともに第三者に危

 害を及ぼさないよう十分注意しなければならない。 

４ 受注者は、危険な現場作業を行う場合は関係法令を遵守し、作業の安全を図らなければならな

 い。 

５ 受注者は、常に作業環境の整備を行うものとし、特に作業現場内及び公衆と隣接する場所

 での作業については、周囲に不快感を与えないよう整理整頓し清潔に保たなければならない。 

６ 受注者は、業務に関係のない施設(機器)について、操作又は作業を行ってはならない。 

７ 受注者並びに業務責任者は常に業務従事者に対しての作業指揮はもとより、作業態度、服

 装、安全具の使用等の指揮監督を行うものとする。 
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第４１条 事故報告書 

１ 受注者は業務の実施中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通報するとともに、所定の

 様式により業務事故報告書を監督員が指示する期日までに、監督員に提出しなければならない。 

 

第４２条 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置 

１ 受注者は暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、

不当介入があった時点で速やかに警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこ

と。 

２ 第１項により警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やか

に発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。 

３ 受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた

場合は、発注者と協議を行うこと。 

４ 受注者が第２項の義務を怠ったときは、三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除

措置要綱第７条の規定により三重県物件関係落札資格停止要綱に基づく落札資格停止等の措置

を講じます。 

 

第４３条 疑義 

 この共通仕様書に定めない事項については、必要に応じ甲乙協議してこれを定めるものとする。 
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第１編 一般事項 

 

第１章 総  則 

１－１－１ 適用 

  １．本特記仕様書は、三重県企業庁（以下「甲」という。）の発注する多気浄水場ほか

環境保全業務に適用する。 

  ２．受注者（以下「乙」という。）は、設計図書・業務委託契約書・三重県企業庁会計

規程を遵守し、業務を遂行するものとする。 

 

１－１－２ 目的 

  １．本業務は、南勢水道事務所管内施設の植栽整備、除草、除塵及び清掃等を実施する

ことにより、施設の環境保全を図るものとする。 

 

 

第２章 業務一般 

１－２－１ 現場体制 

  １．乙は、業務に際して、業務計画書を遵守し業務を誠実に実施するものとする。 

  ２．業務責任者は、業務遂行時に監督員と常に連絡が取れるようにするものとする。 

  ３．乙は、監督員への報告時に監督員が不在の場合は、同課職員に報告することで、監

督員に報告したものとみなすこととする。 

  ４．乙は、休日又は夜間に業務を行わなければならない場合は、あらかじめ監督員の承

諾を得なければならない。 

   

１－２－２ 工程管理 

  １．提出した業務計画書に基づき、乙が業務を計画している場合であっても、配水運用

上又は甲の事情等により、やむをえず業務工程を変更指示することがある。 

    なお、乙はこれに対して異議の申し立て又は損害の請求をすることが出来ないもの

とする。 

  ２．乙は、業務を実施しようとするときは、その日の予定を事前報告として、その日の

進捗状況を事後報告として監督員及び中央操作室操作員に報告しなければならない。 
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１－２－３ 提出図書 

  １．乙は、業務計画書を次の各号及び監督員との協議に基づき作成するものとする。提

出書類は原則としてＡ４版とする。 

   (１)業務計画書 

    (ア)乙は、業務着手に先立ち現地調査を実施し、業務施工上の問題点等について監

督員と十分協議を行い、下記の事項を加味した業務計画書を作成し、監督員に

提出しなければならない。 

     (Ａ)年間業務実施計画表 

     (Ｂ)連絡体制 

     (Ｃ)その他必要なもの 

    (イ)監督員が項目、内容その他について補足説明を求めた場合には、追記した業務

計画書を提出しなければならない。 

    (ウ)乙は、業務計画書の内容を変更する場合は、その都度監督員に変更業務計画書

を提出しなければならない。 

      なお、記載内容に変更のない部分については、省略することができるものとす

る。 

  ２．乙は、第２編 業務内容に定めた報告書及び写真を提出しなければならない。 

 

 

第３章 確認（段階確認を含む）及び立会等 

１－３－１ 監督員若しくは甲の職員による確認（段階確認を含む）及び立会等 

  １．乙は、仕様書に従って、監督員若しくは甲の職員による確認（段階確認を含む）及

び立会を受ける場合は、事前に段階確認書を監督員に提出しなければならない。 

  ２．乙は、監督員若しくは甲の職員による確認（段階確認を含む）及び立会に必要な準

備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料を整備するものとする。 

 

 

第４章 その他 

１－４－１ 契約変更 

  １．次に掲げる事柄が生じた場合は、業務委託契約の変更をすることができるものとす

る。 

   (１)仕様書に記載する業務実施の回数が増減した場合。 
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   (２)仕様書に記載する業務実施の数量が増減した場合。 

   (３)履行期間を変更した場合。 

   (４)甲が維持管理上必要、又は不必要と認めた事項が発生した場合。 

 

１－４－２ 設計図書等の閲覧 

  １．乙は、本業務の範囲に関わり甲が所有する設計図書、配管図及びその他関係資料を

閲覧することができるものとする。 

    なお、閲覧図書は本業務以外に使用してはならない。 

  ２．乙は、前項の資料を借用することができるものとし、必要がなくなった場合は直ち

に返却するものとする。 

  ３．乙は、借用した資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合は、

    乙の負担と責任において修復するものとする。 

 

１－４－３ その他 

  １．設計図書等に記載のない事項であっても機器の保全上当然必要と認められる軽微な

事項については、乙の負担においてこれを実施しなければならない。 

  ２．本特記仕様書は一般的な事項について記載したものであり、業務の種別により一部

該当しないものは、監督員と協議するものとする。 

  ３．履行期間内において甲の組織体制等に変更が生じた場合は、監督員の指示に従って

新組織体制への対応を行うものとする。 

  ４．本特記仕様書の解釈に疑義を生じた場合は、入札前にこれを確認するものとし、契

約締結後についてはすべて甲の解釈に従うものとする。 
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第２編 業務内容 

第１章 業務内容 

２－１－１ 植栽整備業務の内容 

  １．本業務は、多気浄水場、沈砂池の樹木剪定、機械による芝の刈り込み等を行うもの

である。なお、各所の業務範囲及び業務回数は、設計図書等に示すとおりとする。 

  ２．多気浄水場内の芝刈工の実施回数は３回刈りとし、実施時期の目安として、1 回目は

５・６月頃、２回目は７・８月頃、３回目は９・１０月頃に行うものとする。詳細

については監督員と協議することとする。 

  ３．本業務により発生した剪定枝葉等の集積箇所は監督員の指示によるものとする。 

 

２－１－２ 除草業務の内容 

  １．本業務は、多気浄水場、沈砂池、導水ポンプ所、多気調整池、長谷調整池、勢和加

圧ポンプ所、及び明和分水送水管路の雑草を肩掛け式草刈り機により除草するもの

である。なお、各施設の除草範囲及び除草回数は、設計図書等に示すとおりとする。

なお、明和分水送水管路の作業実施期間は地元要望に沿うため甲の指示に従い除草

作業を行うこと。 

  ２．除草については、地上高５ｃｍ以内に刈り取るものとする。 

  ３．除草に先立ち、プラスチック類、缶及びビン類を除去するものとする。 

  ４．除草は、刈り残しがないよう丁寧に行い、刈り取った草は片づけ残しのないように

速やかに集積するものとする。なお、刈り取った草の処分は、監督員の指示による

ものとする。  

  

２－１－３ 取水施設除塵業務の内容 

  １．本業務は、取水口及び沈砂池スクリーン部の除塵作業、浮遊物の除去及び塵芥の処

分を行うものである。 

  ２．除去した塵芥等の処分は、監督員の指示によるものとする。 

  ３．河川洪水時等に流木や土砂が流着した場合には、監督員に報告するものとし、この

除去及び処分は本業務の対象外とする。 

  ４．本業務は、週２回行うものとし、原則、火曜日及び金曜日に行うこととする。火曜

日及び金曜日が官公庁の休日の場合は翌日に行うこととする。官公庁の休日又はや

むを得ず他の曜日に変更する必要がある場合は、あらかじめ監督員の承諾を得なけ

ればならない。 
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２－１－４ 施設管理業務の内容 

  １．本業務は、南勢水道管内の屋外施設(資材倉庫のみ屋内清掃)を人力清掃するもので

ある。 

    ２．本業務の範囲は、次のとおりとする。 

   (１)多気浄水場内（沈澱池、急速ろ過池、ろ過池水位制御装置、送水ポンプ棟、送泥

ポンプ棟、資材倉庫）、取水制御室、導水ポンプ所、伊勢送水ポンプ所、志摩送水

ポンプ所、勢和加圧ポンプ所、丹生加圧ポンプ所、各調整池・減圧弁室及び各分水

の屋外（調整池４箇所、減圧弁室１箇所、分水１５箇所） 

  ３．各施設管理業務の回数は、設計図書等に示すとおりとする。  

 

２－１－５ 報告書等 

  １．乙は、以下の業務記録を作成し、監督員に提出するものとする。 

   (１)当日の業務前には、業務予定内容を監督員に口頭で報告するものとする。また、 

当日の業務完了後には、業務の進捗状況を監督員に口頭で報告するものとする。 

   (２)業務日報については各業務毎に作成するものとして、次のとおりとする。 

      ・取水施設除塵業務日報 

      ・植栽整備業務日報 

      ・除草業務日報 

      ・施設清掃業務日報  

   (３)業務報告書については、次の記録を取りまとめるものとし、監督員に提出するも

のとする。 

      ・各業務日報 

      ・業務写真 

      ・段階確認書 

      ・業務打ち合わせ簿 

      ・その他出来形の確認に必要な書類 

   (４)乙は、業務報告書を随時取りまとめておき、監督員から指示があった場合速やか

に提出できるようにしておくものとする。  
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２－１－６ 出来形管理及び業務写真 

  １．各業務の出来形管理については、事前に監督員と協議を行い、その指示に従うもの

とする。ただし、取水施設除塵業務及び施設清掃業務については、施工管理を写真に

よるものとし、原則として業務実施前、業務実施中、業務完了時には写真撮影を行い

管理するものとする。 

  ２．写真撮影は、原則として別表１のとおりとする。 

 

  

第２章 確認（段階確認を含む）及び立会等 

２－２－１ 段階確認 

  １．乙は、除草業務及び植栽整備業務には、監督員若しくは甲の職員による確認（段階

確認を含む）及び立会を受けなければならないものとする。この場合、事前に段階

確認書を監督員に提出しなければならない。  

  

  

第３章 植栽整備・除草完了時の検査等 

２－３－１ 植栽整備・除草完了時の中間検査 

  １．乙は、植栽整備・除草業務のうち、年２回以上実施する業務については、１回毎の

業務完了時には、共通仕様書第２４条に基づき、甲の任命する検査員による中間検

査を受けなければならない。この場合の検査基準は、別表２によるものとする。 

  

  

第４章 その他 

２－４－１ 業務当たっての注意事項 

    １．多気浄水場の周辺フェンス内側には、侵入者監視用の警報装置が設置されている

ため、植栽整備業務及び除草業務の実施に際しては、これを損傷させないように

注意すること。また、侵入者監視用警報装置の機能が発揮されるよう遮蔽防止等

に注意し業務を行うようにすること。 

   ２．使用機材については、県内産品の優先使用に努めること。 
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２－４－２ 健康診断 

１． 乙は、現場作業に先立ち水道法第２１条第１項の規定に基づき、浄水場内におい

て作業を行う者に次の項目の健康診断（検便）を実施し、その結果を監督員に報

告するものとする。なお、証明書の有効期限は６カ月とする。 

検便の項目：赤痢菌、腸チフス菌、パラチフス菌 

 

  別表 １ 

 

工  種 

写真管理項目  

摘 要 撮影項目 撮影頻度 提出頻度 

植栽整備業務 

 

 

 

 

 

業務開始前 

業務施工中 

業務完了後 

 

 

 

監督員と協議のうえ

決定する。各工種ご

と各施行箇所１枚を

目安とする。 

監督員の指

示により適

宜。 

業務完了後 

 

 

 

 

 

 

 

 

除草業務 

 

 

 

 

 

 

業務開始前 

業務施工中 

業務完了後 

 

 

 

 

各施行箇所１枚以上(

刈取り１回毎) 

 

 

 

 

 

監督員の指

示により適

宜。 

業務完了後 

 

 

 

ただし、施工

箇所が離れて

おり同左の面

積がない場合

には監督員と

協議うえ決定

する。 

取水施設除塵業務 

 

 

 

業務開始前 

業務施工中 

業務完了後 

 

業務２０回に１回以

上 

 

 

監督員の指

示により適

宜。 

業務完了後 

 

 

 

 

施設清掃業務 

 

 

 

業務開始前 

業務施工中 

業務完了後 

 

各施設清掃につき 

１回 

 

 

監督員の指

示により適

宜。 

業務完了後 
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 別表 ２ 

  (植栽整備の基準) 

検 

査 

時 

の 

基 

準 

等 

検査項目 検 査 の 基 準 

剪定状況 

 

 

業務中の施工状況写真による確認 

 

 

剪定本数 

 

 

業務後の施工状況写真による確認 

または、設計図書の図面に基づき 

抜き取り検査で剪定本数を目視により確認 

   

  (除草の基準) 

検 

査 

時 

の 

基 

準 

等 

 

検査項目 検 査 の 基 準 

刈り取り状況 

 

 

業務中の施工状況写真による確認 

 

 

刈り取り区域 

 

 

 

業務後の施工状況写真による確認 

または、設計図書の図面に基づき刈 

り取り範囲を目視により確認、検査員 

の判断により設計図面の距離を現地測定  

  

 (取水施設除塵業務及び施設清掃業務の基準) 

検 

査 

時 

の 

基 

準 

等 

検査項目 検 査 の 基 準 

業務実施状況 

 

 

業務中の施工状況写真による確認 

 

 

業務実施回数 

 

 

業務日報による確認 

 

 

 





工 事 名

図面名称

年 月 日

縮 尺 1:none 図面番号 1

事務所名

多気浄水場ほか環境保全業務委託

位置図

三重県企業庁　南勢水道事務所

業務委託個所
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